
第1幸穂別

(名称)

第1条この法人は､特定非営利活動法人Kyo oArtsMeetingという｡

(事務所)

第2条　この法人は､主たる事務所を京都府京　市に置く｡

…=Ti〒rT=-LtT〒∴ - I ~-~~ I



･1---i_TIT:17L-I---- :----- :-I--_I___ - --I---I - I -



Tl言責TiT7ttTI---≡-_I---___一芸-I _-- - __ __ - I -



#5##%

(種別)

第20条　この法人の総会は､通常総会及び臨､総会の2種とする｡

(構成)

第21条　総会は､正会員をもって構成する｡

(権能)

第22条　総会は､以下の事項について議決するo

(1)定款の変更

(2)解散

(3)合併

(4)監事の選任又は解任､職務及び報酬

(5)事業報告および収支決算





第29条　総会の議事については､次の事項を己載した議事録を作成しなければならない.

(1)日時及び場所

(2)正会員総数及び出席者数(書曲表決者又ま表決委任者がある場合にあっては､その数を付記するこ

と｡)

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

(5)議事録著名人の選任に関する事項

2　議事録には､議長及びその会議において選壬された議事録著名人2人以上が署名､押印しなければな

らない｡
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3　理事会を招集するときは､会議の日時､場好､日的及び審議事項を記載した書面をもって､少なくと

も5日前までに通知しなければならない｡

(議長)

第34条　坪事会の議長は､坪事長がこれに当こる｡

(議決)

第35条　理事会における議決事項は､第33　第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする　0

2　理事会の議事は､坪事総数の過半数をもっ　決し､可否同数のときは､議長の決するところによる　o

(表決権等)

第36条　各理事の表決権は､平等なるものと　る｡

2　やむを得ない理由のため理事会に出席できょい理事は､あらかじめ通知された事項について書面をも

って表決することができる｡

3　前項の規定により表決した理事は､第37一　第1項の適用については､理事会に出席したものとみな

す｡

4　理事会の議決について､特別の利害関係を有する理事は､その議事の議決に加わることができない｡

(議事録)

第37条　理事会の議事については､次の事項を記載した議事録を作成しなければならない｡

(I)日時及び場所

(2)理事総数､出席者数及び出席者氏名(書　表決者にあっては､その旨を付記すること｡)

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

(5)議事録著名人の選任に関する事項

2　議事録には､議長及びその会議において選壬された議事録暑名人2人以上が署名､押El~=ノなければな

らない｡

第7章　資産及び会計

(資産の構成)

第38条　この法人の資産は､次の各号に掲げるものをもって構成する｡

(1)設立の時の財産目録に記載された資産

(2)入会金及び会費

(3)寄付金品

(4)財産から生じる収入

(5)事業に伴う収入
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第9章　公告の方法

(公告の方法)

第54条　この法人の公告は､この法人の掲示場に掲示するとともに､官報に掲載して行う｡

ただし､法第28条の2第1項に規定する貸侶対照表の公告については､内閣府NPO法人ポータルサイ

I(法人入力情報欄)に掲載して行う｡

理事長　　　　　茂山　晃

副理事長　　　　佐束　範-

理事　　　　　　関　秀哉

同　　　　　　　大久保　歩

同　　　　　　　橋本　裕介

同　　　　　　　鯛　麻友美

監事　　　　　　岸上　英二

3　この法人の設立当初の役員の任期は､第1

月31日までとする｡

4　この法人の設立当初の事業計画及び収支予

ころによるものとする｡

5　この法人の設立当初の事業年度は､第48

までとする｡

6　この法人の設立当初の入会金及び会費は､

(1)正会員入会金　　　　　　　5,000円

正会員会費(個人)　一口　5,000円l

正会員会費(団体)　一口10,000円l

(2)賛助会員入会金　　　　　　5,000円

賛助会員会費(個人)一日10,000円

賛助会員会費(法人)一口20,000円

条第1項の規定にかかわらず､成立の日から平成21年7

章は､第43条の規定にかかわらず､設立総会の定めると

巨の規定にかかわらず､成立の日から平成20年5月31日

声8条の規定にかかわらず､次に掲げる額とする｡

1年間分) (一口以上)

1年間分) (一口以上)

1年間分) (一口以上)

1年間分) (一口以｢･_)


